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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成22年5月13日(2010.5.13)

【公開番号】特開2009-16522(P2009-16522A)
【公開日】平成21年1月22日(2009.1.22)
【年通号数】公開・登録公報2009-003
【出願番号】特願2007-176037(P2007-176037)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  21/60     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  25/065    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  25/07     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  25/18     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ  21/60    ３１１Ｓ
   Ｈ０１Ｌ  25/08    　　　Ｚ
   Ｈ０１Ｌ  25/04    　　　Ｃ

【手続補正書】
【提出日】平成22年3月26日(2010.3.26)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体と、
　基板と、
　前記半導体に形成された半導体電極と、
　前記半導体電極に接合された前記基板上の基板電極と、
　前記半導体と前記基板との間に位置する接着・封止材と、
前記基板の前記半導体が位置する面と異なる面に位置するシール層とを有し、
前記基板のシール層がない部分を傾斜させ、前記傾斜させた傾斜面にて、前記基板電極と
前記半導体電極とを接合したことを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
　前記半導体を前記傾斜面で屈曲させた請求項１記載の半導体装置。
【請求項３】
　前記傾斜面は、前記基板の端である一辺の部分である請求項１または２に記載の半導体
装置。
【請求項４】
　前記一辺の部分に外部電極を設けた請求項３に記載の半導体装置。
【請求項５】
　前記シール層は、レジストである請求項１から４のいずれか１項に記載の半導体装置。
【請求項６】
　前記半導体は、メモリチップであり、さらに、前記基板のシール層がない部分にコント
ロールチップが前記基板に接合されている請求項１から５のいずれか１項に記載の半導体
装置。
【請求項７】
　半導体装置は、ＳＤメモリカードである請求項１から６のいずれか１項に記載の半導体
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装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　上記の目的を達成するために、本発明の半導体装置は、半導体と、基板と、前記半導体
に形成された半導体電極と、前記半導体電極に接合された前記基板上の基板電極と、前記
半導体と前記基板との間に位置する接着・封止材と、前記基板の前記半導体が位置する面
と異なる面に位置するシール層とを有し、前記基板のシール層がない部分を傾斜させ、前
記傾斜させた傾斜面にて、前記基板電極と前記半導体電極とを接合したことを特徴として
いる。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　このような構成では、半導体および基板の半導体電極および基板電極は、基板の前記傾
斜させている傾斜面にて、互いが接合されていることにより、半導体および基板が接着・
封止材による接合過程での接着・封止を受けている間、半導体電極および基板電極間に働
く力を、接合方向分力と、基板の傾斜面に平行な傾斜方向分力とに分解して所定の接合状
態に保たれ、傾斜方向分力は半導体および基板に接合方向の内部応力を生じさせる働きは
しないので、その分半導体および基板の接合による内部残留応力が低減する。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
　上記において、さらに、前記半導体を前記傾斜面で屈曲させたものとすることができる
。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
　上記において、さらに、前記傾斜面は、前記基板の端である一辺の部分であるものとす
ることができる。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
　上記において、さらに、前記一辺の部分に外部電極を設けたものとすることができる。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
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【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
　上記において、さらに、前記シール層は、レジストであるものとすることができる。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１７】
　上記において、さらに、前記半導体は、メモリチップであり、さらに、前記基板のシー
ル層がない部分にコントロールチップが前記基板に接合されているものとすることができ
る。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１８】
　上記において、さらに、半導体装置は、ＳＤメモリカードであるものとすることができ
る。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２０
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２１
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２２
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２３
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２４



(4) JP 2009-16522 A5 2010.5.13

【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２５
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２６
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２７
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２８
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正２０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２９
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正２１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３０
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正２２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３１
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正２３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３２】
　本発明の半導体装置によれば、基板の前記傾斜させている傾斜面にて接合されている半
導体電極および基板電極の組による接合位置では、半導体および基板が接合過程で接着・
封止を受けている間、互いの接合面間に働く圧接力を、接合方向分力と、基板の傾斜面に
平行な傾斜方向分力とに分解して所定の接合状態を保ち、傾斜方向分力が半導体および基
板に接合方向の内部応力を生じさせる働きをしない分、半導体および基板の接合による内
部残留応力を低減するので、半導体や基板の内部残留応力に弱い部分に適用して、接合不
良が生じたり、半導体に所定の電気特性が得られなくなるようなことを防止することがで
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き、信頼性の高い実装が実現する。
【手続補正２４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３３
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正２５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３４
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正２６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３５
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正２７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３６
【補正方法】削除
【補正の内容】
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